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中央省庁等再編後の府省別許認可等件数の推移 

（単位：件） 

府 省 名 

再編後 

第１回調査 
第２回 第３回 第４回 第５回 

ｂ－ａ 
平成 14年３月

31 日現在(a) 

平成 15年３

月 31日現在 

平成 16年３月

31日現在 

平成 17年３月

31日現在 

平成 18年３月

31日現在 

平成 19年３月

31日現在 

平成 20年３月

31日現在 

平成 21年３月

31日現在(b) 

内 閣 府 ７７ ７７ ８１ ８１ ８０ ９５ １０９ １０１ ２４ 

公正取引委員会 ２５ ２３ ２３ ２３ ２３ ２３ ２３ ２３ －２ 

国家公安委員会 １１７ １１７ １２０ １２６ １２５ １２５ ２０３ ２２５ １０８ 

金 融 庁 １，４２１ １，５０１ １，６３４ １，７３６ １，８４５ 1,７８２ １，８５９ １，９０１ ４８０ 

総 務 省 ５７５ ６０４ ６５０ ６６３ ６６９ ６７３ ６７７ ６９８ １２３ 

法 務 省 ２３７ ２７８ ２８５ ２９７ ２９９ ２９４ ３３４ ３３８ １０１ 

外 務 省 ４７ ４７ ５１ ５１ ５０ ４３ ５６ ５０ ３ 

財 務 省 ７２７ ７３４ ７７１ ７７２ ８０９ ８３１ ９０４ ９２２ １９５ 

文 部 科 学 省 ５６６ ５７３ ５８６ ６２２ ６３６ ６３６ ６８９ ６８９ １２３ 

厚 生 労 働 省 １，５４３ １，６０２ １，８６２ １，９１０ １，８９４ １，９３６ ２，０５１ ２，１７８ ６３５ 

農 林 水 産 省 １，１１４ １，１３２ １，２１９ １，３２３ １，３８３ １，３７９ １，４２６ １，４４３ ３２９ 

経 済 産 業 省 １，８６６ １，９３５ １，９９７ ２，０３８ ２，０５８ ２，０６９ ２，１０１ ２，２４０ ３７４ 

国 土 交 通 省 ２，０４２ ２，０５８ ２，１６１ ２，３４３ ２，４３７ ２，４８５ ２，５７６ ２，６１３ ５７１ 

環 境 省 ２２９ ２９１ ３２５ ３５３ ３７９ ３８４ ４０８ ４１１ １８２ 

防 衛 省 ３５ ３５ ３８ ３８ ３８ ３１ ４５ ３７ ２ 

計 １０，６２１ １１，００７ １１，８０３ １２，３７６ １２，７２５ １２，７８６ １３，４６１ １３，８６９ ３，２４８ 
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○ 許認可等の根拠法令別件数 

  許認可等の総数１３，８６９件のうち、法律に規定されている許認可等が７０．７％（９，８０８件） 

 
 

（注）１ 勅令は政令に整理し、規則は省令に整理している。 

 ２ （ ）内は、構成比である。 

 

 

 

 

 

 

○ 許認可等規定法律数 ⇒ ４９４法律 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

把握時点 法律 政令 省令 告示 計 

平成 21年３月 31日 

現在（今回） 

9,808 

（70.7） 

486 

（3.5） 

3,250 

（23.4） 

325 

（2.3） 

13,869 

（100） 

【参考】      

平成 19年３月 31日 

現在（前回） 

9,299 

（72.7） 

470 

（3.7） 

2,765 

（21.6） 

252 

（2.0） 

12,786 

（100） 

許認可等規定法令等 

区分 法令等数 

法 律 ４９４ 

政 令 １１３ 

府省令 ５２０ 

告 示  ９９ 

資料２ 

前回以降の２年間に新たに制定された、許認可等の規定を含む法律は、愛がん動物用

飼料の安全性の確保に関する法律（平成 20年法律第 83号）等 14法律 

法律

9,808件

(70.7%)

政令

486件

(3.5%)

省令

3,250件

(23.4%)

告示

325件

(2.3%)

許認可等の根拠法令別件数

13,869件

（平成21年３月31日現在）
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府省別・根拠法令別許認可等件数 

（単位：件、％） 

府 省 名 

前  回 
平成 19 年
３月 31 日
現在 

（参 考） 
平成 20年
３月 31日
現在 

今  回 
平成 21年
３月 31日
現在 

    ２年間 

の純増 

減 

  

法律 政令 省令 告示 減少 増加 

内 閣 府 ９５ １０９ １０１ ５４ ８ ３３ ６ ６ ８ １４ 

公正取引委員会 ２３ ２３ ２３ ２１ ０ ２ ０ ０ ０ ０ 

国家公安委員会 １２５ ２０３ ２２５ １１７ ４ ９３ １１ １００ ８ １０８ 

金 融 庁 １，７８２ １，８５９ １，９０１ １，５３１ ５９ ３０２ ９ １１９ ７８ １９７ 

総 務 省 ６７３ ６７７ ６９８ ４３８ ９ ２２６ ２５ ２５ ７３ ９８ 

法 務 省 ２９４ ３３４ ３３８ ２２０ ７ １０４ ７ ４４ ８ ５２ 

外 務 省 ４３ ５６ ５０ １５ １ ２８ ６ ７ ８ １５ 

財 務 省 ８３１ ９０４ ９２２ ６８３ ７６ １５３ １０ ９１ ２２ １１３ 

文 部 科 学 省 ６３６ ６８９ ６８９ ４０４ ６３ １７２ ５０ ５３ １０ ６３ 

厚 生 労 働 省 １，９３６ ２，０５１ ２，１７８ １，２１６ １４４ ７１３ １０５ ２４２ ２７ ２６９ 

農 林 水 産 省 １，３７９ １，４２６ １，４４３ １，１７６ ２８ ２３０ ９ ６４ ３４ ９８ 

経 済 産 業 省 ２，０６９ ２，１０１ ２，２４０ １，７３３ ２６ ４６４ １７ １７１ ２９ ２００ 

国 土 交 通 省 ２，４８５ ２，５７６ ２，６１３ １，９１０ ３７ ６１２ ５４ １２８ ３８ １６６ 

環 境 省 ３８４ ４０８ ４１１ ２８４ ２３ ９４ １０ ２７ ７ ３４ 

防 衛 省 ３１ ４５ ３７ ６ １ ２４ ６ ６ ８ １４ 

計 １２，７８６ １３，４６１ １３，８６９ ９，８０８ ４８６ ３，２５０ ３２５ １，０８３ ３５８ １，４４１ 

（構成比）   （１００．０） （７０．７) （３．５） （２３．４） （２．３）    

（注）勅令は政令に整理し、規則は省令に整理している。 
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用語別許認可等件数 
                                    （単位：件、％） 

用語別 

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 

平 14.3.31現在 平 15.3.31現在 平 16.3.31現在 平 17.3.31現在 平 18.3.31現在 平 19.3.31現在 平 20.3.31現在 平 21.3.31現在 

件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 

Ａ
グ
ル
ー
プ 

許 可 809 7.6 827 7.5 820 6.9 836 6.8 823 6.5  802 6.3 886 6.5 888 6.4 

認 可 1,677 15.8 1,777 16.1 1,864 15.8 1,915 15.5 1,798 14.1  1,775 13.9 1,814 13.5 1,819 13.1 

免 許 75 0.7 78 0.7 78 0.7 79 0.6 77 0.6  77 0.6 77 0.6 77 0.6 

承 認 1,069 10.1 1,087 9.9 1,150 9.7 1,205 9.7 1,269 10.0  1,295 10.1 1,338 9.9 1,359 9.8 

指 定 312 2.9 327 3.0 313 2.7 300 2.4 290 2.3  288 2.3 295 2.2 314 2.3 

承諾等 43 0.4 49 0.4 49 0.4 49 0.4 48 0.4  49 0.4 132 1.0 131 0.9 

小 計 3,985 37.5 4,145 37.7 4,274 36.2 4,384 35.4 4,305 33.8  4,286 33.5 4,542 33.7 4,588 33.1 

Ｂ
グ
ル
ー
プ 

認 定 601 5.7 635 5.8 670 5.7 649 5.2 655 5.1  642 5.0 774 5.7 823 5.9 

確 認 141 1.3 137 1.2 151 1.3 148 1.2 151 1.2  152 1.2 161 1.2 166 1.2 

証 明 84 0.8 82 0.7 78 0.7 78 0.6 78 0.6  80 0.6 81 0.6 80 0.6 

認 証 26 0.2 28 0.3 21 0.2 21 0.2 21 0.2  21 0.2 23 0.2 23 0.2 

試 験 109 1.0 111 1.0 110 0.9 109 0.9 110 0.9  111 0.9 111 0.8 111 0.8 

検 査 212 2.0 212 1.9 205 1.7 205 1.7 213 1.7  213 1.7 203 1.5 203 1.5 

検 定 28 0.3 27 0.2 21 0.2 20 0.2 19 0.1  19 0.1 19 0.1 19 0.1 

登 録 184 1.7 190 1.7 304 2.6 346 2.8 359 2.8  367 2.9 369 2.7 391 2.8 

審査等 24 0.2 24 0.2 26 0.2 26 0.2 24 0.2  24 0.2 24 0.2 24 0.2 

小 計 1,409 13.3 1,446 13.1 1,586 13.4 1,602 12.9 1,630 12.8  1,629 12.7 1,765 13.1 1,840 13.3 

Ｃ
グ
ル
ー
プ 

届 出 3,247 30.6 3,350 30.4 3,812 32.3 4,105 33.2 4,370 34.4  4,376 34.2 4,489 33.3 4,680 33.7 

提 出 699 6.6 714 6.5 738 6.3 778 6.3 842 6.6  870 6.8 966 7.2 1,016 7.3 

報 告 652 6.1 691 6.3 717 6.1 759 6.1 784 6.2  797 6.2 814 6.0 833 6.0  

交 付 80 0.8 85 0.8 94 0.8 100 0.8 100 0.8  103 0.8 105 0.8 105 0.8  

申告等 71 0.7 90 0.8 107 0.9 110 0.9 119 0.9  134 1.0 133 1.0 139 1.0  

小 計 4,749 44.7 4,930 44.8 5,468 46.3 5,852 47.3 6,215 48.8  6,280 49.1 6,507 48.3 6,773 48.8 

その他 478 4.5 486 4.4 475 4.0 538 4.3 575 4.5  591 4.6 647 4.8 668 4.8 

合 計 10,621 100 11,007 100 11,803 100 12,376 100 12,725 100  12,786 100  13,461 100 13,869 100 

Ａグループ（強い規制）  ： 一般的な禁止を特定の場合に解除する行為、特定の権利等を設定する行為等 

Ｂグループ（中間の規制） ： 特定の事実や行為が、あらかじめ定められた基準等を満たしているか否か審査・判定し、これを公に証明する行為等 

Ｃグループ（弱い規制）  ： 一定の事実を行政庁に知らせるもので、行政庁は原則として記載事項を確認し、受理するにとどまるもの等 

資料４ 
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許認可等の実態の統一的把握基準 

 

１ 許認可等の範囲 

  把握の対象とする許認可等は、国民（個人及び法人）の申請、出願等に基づき、行政庁が行う処分及びこれに類似するもので、法律、

政令、省令及び告示において、次のような用語を使用しているものとする。 

 

   許可、認可、免許、特許、承認、認定、確認、免除、決定、証明、認証、解除、公認、検認、試験、検査、検定、指定、登録、届出、

申告、提出、報告、交付、等 

 

  なお、上記の許認可等には特殊法人等が行っているものを含む。 

 

２ 許認可等の数え方の基準 

（１）許認可等の根拠法令の項（項に細分されていない場合は条。以下同じ。）ごとに１事項として数える。 

（２）同一の項のうちに用語の異なる数個の許認可等の根拠が規定されている場合は、用語の異なるごとにそれぞれ１事項として数える。 

（３）同一の項のうちに本文、ただし書、あるいは前段、後段等の区分があり、それぞれに許認可等の根拠が規定されている場合には、別

個の事項として数える。 

（４）準用規定により設定された許認可等については、準用の対象となる規定により設定された許認可等とは別個に数える。 

（５）複数の府省が所管している許認可等については、それぞれ所管する府省ごとに別個の許認可等と数える。 

 

（注）一の許認可等について当該許認可等を要する行為又は対象（業種、物資の種類等）が同一の項等において列挙されている場合は、その行為等を別途許

認可等事項の細目として記載する。 
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許認可等の実態把握に係る閣議決定等 

 

○ 行政改革の推進方策に関する答申（抄）（昭和 60年７月 22日臨時行政改革推進審議会答申） 

（２）今後における規制緩和の推進方策 

公的規制は極めて多岐にわたり、限られた期間ではすべての分野について、詳しく検討することは不可能であり、当審議会としては、金融、運輸、

石油等エネルギー、都市整備の分野を中心に、10分野の規制緩和を検討した。 

政府においては、今回当審議会が提言した事項にとどまらず、この提言の趣旨に沿って、公的規制全般にわたる徹底した見直しを行うことが必要で

ある。 

なお、許認可等の定期的見直し及び新設の抑制については、臨時行政調査会答申の趣旨に沿って推進を図ることが重要であり、各省庁において、自

主的な審査、見直しを強化するとともに、総務庁においては、各省庁の協力を得て、速やかに次の措置をとる必要がある。 

① 許認可等の総数などの実態を統一的に把握すること。 

② 許認可等を定期的に見直す仕組みを確立すること。 

③ 国民の負担軽減、行政事務の簡素・合理化及び民間活力の助長の観点に立ち、統一的基準を作成するなど、許認可等の新設について審査する仕組

みを確立すること。 

 

○ 当面の行政改革の具体化方策について（抄）（昭和 60年９月 24日閣議決定） 

 ５ 規制行政 

（１）規制緩和の推進方策 

ア 許認可等の実態把握については、総務庁において、その具体的手法について所要の見直しを行い、引き続き各省庁の協力を得て、速やかに総数

等の統一的把握を行う。 

イ 許認可等の定期的見直しについては、既定の方針を踏まえ、許認可等の見直しを引き続き推進するとともに、その具体的方策について所要の調

整、立案を進める。 

ウ 許認可等の新設の審査については、既定の方針を踏まえ、その具体的方策について所要の調整、立案を進める。 

 

○ 昭和６１年度に講ずべき措置を中心とする行政改革の実施方針について（抄）（昭和 60年 12月 28日閣議決定） 

４ 行政事務 

（１）許認可等 

   ア 許認可等の実態の統一的把握については、総務庁において、統一的基準の下に、各省庁の協力を得て、昭和 60年度末を目途にその作業を終了す

ることとし、以降、毎年１回、必要な補正を行うこととする。 

   イ 許認可等の定期的見直し及び新設の審査については、既定の方針を踏まえ、その具体的方策について所要の調整、立案を進めるため、各省庁に

よる検討会議を開催する。 
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